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令和７年４月１日施行 脱炭素大改正による教材の訂正等 No.３ 

〔構造11・12回分〕 
2025年2月9日 

2025年目標 ＴＡＣ 一級建築士講座 

・この資料は構造 11・12 回分についてのものです。 

・構造 テキストの訂正等は次表のとおりです。 

日付 頁 誤 正 

2/9 

P290 ℓ１～ 

P296 ℓ17 

【３～９ページの※１に差し替え。P290とP291の間に挟み込んでください】 

P304 ℓ２ ルート１－１、１－２に共通… ルート１－１、１－２、１－３に共通… 

P329 ℓ８～12 本文の図中、「耐力壁長さ×表１」、「床面積×表２」、「見付面積×表３」を削除 

P329右欄 ℓ７～９ 「表１～３」～項の表 削除 

P329 ℓ15・17 （耐力壁） （耐力壁、準耐力壁） 

P329右欄 ℓ22 令46条４項表１、 削除 

P329 ℓ29 （建築基準法施行令46条４項表１） （S56告示1100号） 

P329右欄 ℓ36 【11ページの※２を追加。切り貼りしてください】 

P330 ℓ26 

その場合も壁倍率の上限は５倍とする。 軸組と面材耐力壁の併用や面材を両面に打

ち付けた場合は、壁倍率の上限は７倍とす

る。 

P330最下段 【11ページの※３を追加。切り貼りしてください】 

P331 ℓ13～30 【13ページの※４に差し替え。切り貼りしてください】 

P332 ℓ18・19 （令46条４項表３）２か所 削除 

P333 ℓ６ 
H12告示1352号「木造建築物の軸組の設置の

基準を定める件」 

S56告示1100号「木造の建築物の軸組の構造

方法及び設置の基準を定める件」 

P333 ℓ10の図 【13ページの※５に差し替え。切り貼りしてください】 

P334 ℓ27 【15ページの※６を追加。切り貼りしてください】 

P335 ℓ21 【15ページの※７を追加。切り貼りしてください】 

P344 ℓ５の式 【15ページの※８に差し替え。切り貼りしてください】 

P344 ℓ12の表 表を削除 

P345 ℓ10～17 【17ページの※９に差し替え。切り貼りしてください】 

 

・構造 項目別問題集の訂正等は次表のとおりです。 

日付 頁 誤 正 

2/9 

P469 No.701解説 …１-１、１-２では、… …１-１、１-２、１-３では、… 

P471 No.705解説 【17ページの※10を切り貼りしてください】 

P473 No.716解説 …階数２、… …階数３、… 

P473 No.717解説 【17ページの※11を切り貼りしてください】 

P473 No.719解説 …（１－１と１－２がある）… …（１－１、１－２、１－３がある）… 

P473 No.721解説 …１-２の場合は… …１-２、１－３の場合は… 

P473 No.722解説 …「ルート１-２」とする場合… …「ルート１-２、１－３」とする場合… 
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P477 No.735解説 …（１－１と１－２がある）… …（１－１、１－２、１－３がある）… 

P499 No.772解説 【17ページの※12を切り貼りしてください】 

P498 No.775問題 
…壁倍率5.2として存在壁量を算定する。 …壁倍率５として存在壁量を算定しなけれ

ばならない。 

P499 No.775解説 【17ページの※13を切り貼りしてください】 

P511 No.833解説 【19ページの※14を切り貼りしてください】 

P513 No.838解説 【19ページの※15を切り貼りしてください】 

P519 No.847解説 

ℓ１ 

Ｈ12告示第1352号… S56告示1100号に基づく… 

P530 No.851解説 

ℓ１ 

Ｈ12告示第1352号… S56告示1100号に基づく… 

以上のとおり、訂正をお願いいたします。 
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第4節　変形性能確保

1．変形性能確保のための規定に適合させる計算ルート

　下表に、変形性能確保のための規定に適合させなければならない耐震計算
ルートを示す。

ルート
1－1

ルート
1－2

ルート
1－3

ルート
2

筋かい端部・接合部の保有耐力接合 〇 〇 〇 〇
柱、梁の仕口及び継手の保有耐力接合 － 〇 〇 〇
梁の保有耐力横補剛 － 〇 〇 〇
柱脚部の破断防止 － 〇 〇 〇
局部座屈の防止（柱・梁の幅厚比の制限） － 〇 〇 〇

2．変形性能確保のための規定

1 筋かい端部・接合部の保有耐力接合
　耐震計算ルート 1－1 、 1－2 、 1－3 、 2 で適合させなければならない規定
である。
　筋かいの靭性は、軸部の塑性変形（伸び）によって地震エネルギーを吸収す
ることで確保される。したがって、軸部が降伏するまで端部及び接合部が破断
しないように、軸部の降伏耐力より、端部及び接合部の破断耐力を大きくする。
この接合方法を保有耐力接合という。
　筋かい軸部が塑性変形を生じるまで、接合部が破断しないよう、応力を安全
率αで割増して、破断しないことを確認する。
　　接合部の破断耐力 ≧ 安全率α×筋かい軸部の降伏耐力
　　安全率αは炭素鋼で 1.2、ステンレス鋼で 1.5

2 柱、梁の仕口及び継手の保有耐力接合

　耐震計算ルート 1－2 、 1－3 、 2 で適合させなければならない規定である。
柱・梁の仕口・継手部は、部材が塑性変形を生じるまで破断しないように設計
しなければならない。したがって、部材に作用する応力に安全率αを乗じた応
力に対し、仕口・継手部は破断しないことを確認しなければならない。
　　接合部の破断耐力 ≧ 安全率α×部材の全塑性モーメント（Ｍp）
　　安全率αは 400N 級で 1.3、490N で 1.2

2118 2216 2519 2615 
2818 2915 3018  R0116  
 R0217   R0618  

※１　テキスト P290 と P291 の間に挟み込み
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3 梁の保有耐力横補剛
　耐震計算ルート 1－2 、 1－3 、 2 で適合させなければならない規定である。
　梁が塑性変形能力を発揮する前に横座屈（ねじれによって、圧縮フランジが
面外にはらみだす座屈）を防止するための横補剛には、「梁全長にわたって均
等間隔で横補剛する方法」や、地震時に最も大きな曲げ応力が生じる「梁端部
に近い部分を横補剛する方法」等がある。
　耐震計算ルート 1－2 、 1－3 、 2 では、梁の保有耐力横補剛が必要である。
一方、耐震計算ルート 1－1 では、スパンが短く、細長比が小さく、横座屈の
おそれが少ないため、梁の保有耐力横補剛は不要である。耐震計算ルート
1－3 もルート 1－1 同様にスパンが短いが、高さ16mまで建築が可能で部材に
生じる応力が大きくなるため、変形性能確保の条件として梁の保有耐力横補剛
は必要である。

4 柱脚部の破断防止
　耐震計算ルート 1－2 、 1－3 、 2 で適合させなければならない規定である。
　柱脚部と基礎との接合部は、作用する力に対して、破壊しないように十分な
強度とするか、又は十分な靱性を確保する。
　伸び能力のあるアンカーボルトを使用した場合は、次式に示す柱脚の保有耐
力接合の判定を行い、満足しない場合は、地震時応力を割り増して柱脚の終局
耐力を確認する。
　　柱脚の最大曲げ耐力Ｍu ≧ 安全率α×柱の全塑性モーメント（Ｍp）

　　安全率αは 400N 級で 1.3、490N で 1.2

5 局部座屈の防止（柱・梁の幅厚比の制限）
　耐震計算ルート 1－2 、 1－3 、 2 で適合させなければならない規定である。
�　圧縮材には、部材全体の座屈のほかに、圧縮力が生じる薄板断面の部材では、
部分的にしわのように変形する局部座屈がある。部材を構成するフランジや
ウェブの一部が圧縮力により局所的に座屈する現象である。
�　幅厚比とは、断面を構成す
る個々の板要素（フランジ、
ウェブなど）の厚さに対する
幅の比（幅／厚さ）である。
　幅厚比が大きいと、厚さに
対して幅が大きい、薄い部材
となるので、圧縮力を受ける
部分に局部座屈が生じ、必要
な塑性変形能力が得られない。
　したがって、靭性を高める
ためには、幅厚比を小さくする必要があり、鋼材の強度に応じて、幅厚比を一

【用語】保有耐力横補剛
梁材の両端が全塑性状態に
至った後、十分な変形能力
を発揮するまで材の両端部
はもちろん，それ以外の弾
塑性領域の部分においても
横座屈を生じさせないよう
な横補剛方法。

小梁などの横補鋼材

圧縮フランジの支点間距離

強軸

弱軸

横座屈

横座屈

lb

 R0318  

2418 

2116 2315 2516 2817 
 R0217  

柱の局部座屈

鉄骨部材の幅厚比

厚

小幅厚比
局部座屈
（脆性破壊）

が生じにくい

幅

厚

大幅厚比
局部座屈
（脆性破壊）

が生じやすい

幅

厚

幅

幅厚比 ＝
幅

厚

幅厚比は
小さいほど良い

PL
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定値以下としなければならない。

　下表は、ルート 3 で設計を行う場合の、部材種別がＦＡ～ＦＣの幅厚比の
規定である。ＦＡとは、最も靭性が高い（局部座屈しにくい）部材種別である。
耐震計算ルート 1－2 、 2 で設計を行う場合、部材種別ＦＡの規定に適合する
ように幅厚比を設定する必要がある。
　ただし、部材が架構の崩壊メカニズム時に弾性状態に留まることを確かめた
場合は、塑性状態における塑性変形能力（靭性）は求められないため、梁の幅
厚比の制限値による部材種別はＦＡとしなくてもよく、ＦＢ又はＦＣの梁を採
用することができる。

部　材 柱（H形鋼） 梁（H形鋼）
種　別

部　位 フランジ ウェブ フランジ ウェブ

幅厚比の
制限値

9.5 235/F 43 235/F 9 235/F 60 235/F ⇨ FA

12 235/F 45 235/F 11 235/F 65 235/F ⇨ FB

15.5 235/F 48 235/F 15.5 235/F 71 235/F ⇨ FC

FA、FB、FCに該当しない　⇨座屈等が生じる ⇨ FD

Ｆ：基準強度［Ｎ /㎟］

　耐震計算ルート 1－3 で計算を行う場合、柱の部材種別はＦＡ、梁の部材種
別はＦＣの規定に適合するように幅厚比を設定する必要がある。

： 梁せいから
　2　を引いたもの

d

db

t t

t

t
w
f

f

t

t
b B

b
［幅厚比及び径厚比］

H形鋼 角形鋼 円形鋼

フランジの幅厚比

ウェブの幅厚比
t
B幅厚比 t

D

D

径厚比

tw
d

f

2418 

 R0615  

【例題１】 （02154）
梁の塑性変形性能は、使用する鋼材の降伏比が小さいほ
ど、向上する。

【例題２】 （25164）
鉄骨構造のラーメン構造において、靱性を高めるために、
塑性化が予想される柱又は梁については、幅厚比の大き
い部材を用いる。

【例題３】 （02152）
有効細長比λが小さい筋かい（λ＝20程度）は、中程度の
筋かい（λ＝80程度）に比べて塑性変形性能が低い。

解答 【１】正 【２】誤 【３】誤 細長比が小さいと座屈しにくく、塑性変形
性能が高い。「細長比が小さいと短柱になって・・・」と考えると間違える。
Ｓ造では短柱の心配はほとんどない。（λ＝20程度）

9-13
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⑴�　鋼材は強度を高くしてもヤング係数Ｅは変わらないため、かかる力が同
じであれば、変形は等しい。
　ＳＮ 400 Ｂ材と比べた場合、強度が高いＳＮ490Ｂ材のほうが大きな
力がかかるため、大きな
変形が生じる。
　このため、強度が高い
ＳＮ490Ｂ材のほうが、
局部座屈が生じやすく、
それを防ぐための幅厚比
の制限値は小さくなる
（フランジやウェブを分
厚くする必要がある）。
⑵�　フランジは、主に曲げモーメントを負担し、ウェブよりも大きな圧縮応
力が働き、局部座屈のおそれが大きいため、フランジの幅厚比の上限値の
ほうが小さく（厳しく）、ウェブのほうが大きい。

2617 2716 3016  R0116  
 R0315   R0517   R0618  

幅厚比の制限値は、鋼材の強度が
高いほど小さい（厳しい）

鋼材の強度が高い

大きな力がかかる

大きな変形が生じる

幅厚比を小さくする

鋼材は強度にかかわらず
ヤング係数が一定

鋼材の強度と幅厚比の制限
PC

2016 2716 3016  R0116  
 R0517  



7/19 2025 一級 構造11・12回

第7章　鉄骨構造

294

5

10

15

20

25

30

35

第5節　鉄骨構造の耐震設計

1．耐震設計の流れ

h≦13m、 軒高≦9m h≦31mh≦16m

許容応力度計算（一次設計）

31m<h≦60m

階数≦3
スパン≦6m
延べ面積≦500m2

階数≦3
スパン≦6m
延べ面積≦500m2

・　o≧0.3 として許容
 応力度計算
・筋かい端部・接合部
 の保有耐力接合
・冷間成形角形鋼管柱
 の応力の割増し

C ・筋かいのβによる応力
 の割増し
・筋かい端部・接合部
 の保有耐力接合
・柱・梁・仕口・継手の
 保有耐力接合
・梁の保有耐力横補剛
・局部座屈の防止
・柱脚部の破断防止

階数≦2
スパン≦12m
延べ面積≦500m2
（平家≦3,000m2）

地震による各階の層間変形角≦1/200

剛性率≧0.6
偏心率≦0.15
塔状比≦4

No

偏心率の確認　偏心率≦0.15 No

・　o≧0.3 として許容
 応力度計算
・筋かい端部・接合部
 の保有耐力接合
・冷間成形角形鋼管柱
 の応力の割増し
・柱・梁・仕口・継手の
 保有耐力接合
・梁の保有耐力横補剛
・局部座屈の防止
・柱脚部の破断防止

C ・保有水平耐力の確認
　u≧ 　un
　un≧　s･　es･　ud
・転倒の検討
（塔状比＞4 の場合）

Q
Q QFD

Q

エンド

ルート 1‐2 ルート 1‐3 ルート ３ルート ２ルート 1‐1

・　o≧0.3 として許容
 応力度計算
・筋かいのλによる応力
 の割増し
・筋かい端部・接合部
 の保有耐力接合
・冷間成形角形鋼管柱
 の応力の割増し
・柱・梁・仕口・継手の
 保有耐力接合
・梁の保有耐力横補剛
・局部座屈の防止
・柱脚部の破断防止

C
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2．構造規定

1構造規定
　下表に、構造規定に適合させなければならない耐震計算ルートを示す。

ルート
1－1

ルート
1－2

ルート
1－3

ルート
2

標準せん断力係数Ｃ0≧�0.3�として許容応力度計算 〇 〇 〇 －
層間変形角≦�1/200 － － 〇 〇
剛性率≧�0.6、塔状比≦４ － － － 〇
偏心率≦�0.15 － 〇 〇 〇
筋かいの有効細長比λによる地震時応力の割増し － － 〇 －
筋かいの水平力分担率βによる地震時応力の割増し － － － 〇
冷間成形角形鋼管柱の地震時応力の割増し 〇 〇 〇 〇
※１：１/120 までの緩和は不可
※２：STKR材の１階柱脚の地震時応力の割増し

2変形性能確保のための規定
　下表に、変形性能確保のための規定に適合させなければならない耐震計算
ルートを示す。

ルート
1－1

ルート
1－2

ルート
1－3

ルート
2

筋かい端部・接合部の保有耐力接合 〇 〇 〇 〇
柱、梁の仕口及び継手の保有耐力接合 － 〇 〇 〇
梁の保有耐力横補剛 － 〇 〇 〇
柱脚部の破断防止 － 〇 〇 〇
局部座屈の防止（柱・梁の幅厚比の制限） － 〇 〇 〇

3．耐震計算ルート

1耐震計算ルート1
　ルート 1 の計算は、「許容応力度計算」であるが、鉄骨構造については、地震
力の割増しや、筋かい端部及び接合部の破断防止などを確認する必要がある。
階数・規模などに応じて、次の耐震計算ルート1－1、1－2、1－3がある。

ルート１の適用対象
ルート１－１ ルート１－２ ルート１－３

階数 ３階以下（地階を除く）２階以下（地階を除く）３階以下（地階を除く）
高さ・軒高 高さ 13 ｍ以下、かつ、軒高９ｍ以下 高さ 16 ｍ以下
スパン ６ｍ以下 12 ｍ以下 ６ｍ以下
延べ面積 500㎡以下 500㎡以下

（平家 3,000㎡以下）
500㎡以下

各階の偏心率 － 0.15 以下 0.15 以下

2618 2818  R0118  

2818  R0118   R0318  

2618  R0318   R0617  

2618  R0318  

2318 2818  R0415  

※1

※2

➡Ｈ 19 告示 593 号

 R0617   R0617  
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①　耐震計算ルート1－1

⑴�　許容応力度計算を行うにあたっての『標準せん断力係数C0を0.3以上』
とする。
⑵　板厚が 6㎜以上の『冷間成形角形鋼管柱の応力割り増し』を行う。
⑶　水平力を負担する筋かい端部・接合部は『保有耐力接合』とする。

②　耐震計算ルート1－2

⑴�　許容応力度計算を行うにあたっての『標準せん断力係数Ｃ０を 0.3 以
上』とする。
⑵　板厚が６㎜以上の『冷間成形角形鋼管柱の応力割り増し』を行う。
⑶　各階の偏心率が0.15以下であることを確認する。
⑷　変形性能確保のための規定
・水平力を負担する筋かい端部・接合部は『保有耐力接合』とする。
・柱・梁の仕口部及び継手部は、『保有耐力接合』とする。
・梁は『保有耐力横補剛』とする。
・柱脚部の破断防止。
・柱・梁の局部座屈の防止。

③　耐震計算ルート1－3

⑴�　許容応力度計算を行うにあたっての『標準せん断力係数Ｃ０を 0.3 以
上』とする。
⑵　板厚が６㎜以上の『冷間成形角形鋼管柱の応力割り増し』を行う。
⑶　各階の偏心率が0.15以下であることを確認する。
⑷　変形性能確保のための規定
・水平力を負担する筋かい端部・接合部は『保有耐力接合』とする。
・柱・梁の仕口部及び継手部は、『保有耐力接合』とする。
・梁は『保有耐力横補剛』とする。
・柱脚部の破断防止。
・柱・梁の局部座屈の防止。
⑸　層間変形角≦１/200（１/120 までの緩和は不可）
⑹　筋かいの有効細長比λによる地震時応力の割増し
水平力を分担する筋かいの有効細長比λに応じて、地震時の応力を割り
増して許容応力度設計をすること。

標準せん断力係数C0
通常：C0=0.2
保有水平耐力計算：C0=1.0

2618 2918  R0118  

2618 

筋かいの有効細長比λ 筋かいの種別 割増し係数

λ≦　495/ F BA 1.0

495/ F ＜λ≦　890/ F BB 1.2

890/ F ＜λ＜ 1,980/ F BC 1.3

1,980/ F ≦λ BB 1.2

F�：�基準強度［N/㎟］
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第2節　壁量計算

1．壁量計算（建築基準法施行令 46 条４項）

　壁量計算とは、各階、各方向ごとに、建築物の存在壁量が、風や地震力によっ
て必要となる必要壁量に対して、同等かそれを上回っていることを確認する計
算である。

1 存在壁量
存在壁量は、軸組（耐力壁）の長さに、
軸組の構造による倍率を乗じて求める。

存在壁量＝軸組（耐力壁）の長さ×壁倍率

軸組の構造によって軸組の倍率が建築基準法により次のように定められている。

①土塗壁
③片側

筋かい入り壁
④たすき

②木ずり下地壁 ⑤構造用合板壁

軸
組
の
種
類

①　軸組種類による倍率（建築基準法施行令 46 条 4 項表 1）

軸組の種類
壁倍率

片筋かい たすき掛け

⑴ 土塗壁又は木ずり片面 0.5 －

⑵
木ずり両面 1.0 －

1.5㎝× 9㎝（六つ割材）又はφ 9㎜鉄筋 の筋かい 1.0 2.0

⑶ 3.0㎝× 9㎝（三つ割材）の筋かい 1.5 3.0

⑷ 4.5㎝× 9㎝（二つ割材）の筋かい 2.0 4.0

⑸ 9.0㎝角の筋かい 3.0 5.0（上限）

⑴ ⑵ の木ずりと ⑵ ～ ⑸ の筋かいの併用 ⇒ それぞれの数値の和（上限は 5 倍）

存在壁量
耐力壁長さ×表 1

地震力による必要壁量
床面積×表 2

風圧力による必要壁量
見付面積×表 3

必要壁量
大きい方≧

 表１～３

建築基準法施行令 46 条４
項の表

 壁倍率

令46条４項表１、Ｓ56告示
1100号

 R0109  

2109 2310 2609 2709 
2909 3009  R0110  
 R0310  

 壁倍率

壁倍率は、1.96kN/ｍ（200kgf 
/m）の力を負担できる長さ 
１ｍの壁を、壁倍率 1 倍とし
ている。

筋かいを入れた軸組の高さ
が 3.2 ｍを超える場合は、
壁倍率を低減する。

圧
縮
力
を
負
担

引
張
力
を
負
担

2909 
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③　準耐力壁等（Ｓ56告示1100号）
　面材や木ずりが、上下の横架材まで
達していない場合は準耐力壁として扱
い、面材や木ずりの高さの合計と横架
材間内法寸法の比率によって、壁倍率
を低減する。その他、仕様を満足する
垂れ壁や腰壁も水平力を負担できる準
耐力壁等として考慮することができる。
　準耐力壁等を存在壁量として算入す
る場合、柱の折損等の脆性的な破壊が
生じないことを確認した場合を除き、準耐力壁等は必要壁量の１/２以下まで
しか考慮できない。

横
架
材
間
内
法
寸
法

<面材>

90㎝以上

（
一
続
き
の
材
の
長
さ
）

横
架
材
間
内
法
寸
法

の
8
0
％
以
上

準耐力壁

<木ずり>



12/19 2025 一級 構造11・12回



13/19 2025 一級 構造11・12回

※４　テキストへの切り貼り用

※５　テキストへの切り貼り用

第9章　木質構造

332

5

10

15

20

25

30

35

2耐力壁の必要壁量
　地震力による必要壁量は、各階の床面積により決まるので、Ｘ方向、Ｙ方向
とも同じ数値となる。風圧力による必要壁量は、見付面積（風圧を受ける面積）
により決まるので、Ｘ方向、Ｙ方向（けた行方向、はり間方向）ごとに風圧を
受ける見付面積が異なることから、数値が異なる。

●地震力による耐力壁の必要長さ
　はり間方向とけた行方向とも同じ長さになる。
●風圧力による耐力壁の必要長さ
　はり間方向とけた行方向は異なるので別々に計算する。
　＊けた行方向（はり間方向の見付け面積をとる）
　＊はり間方向（けた行方向の見付け面積をとる） 妻側 平側

けた行方向はり間方向

①　地震力による必要壁量（Ｓ56告示1100号）

必要壁量（㎝）＝床面積Ａ（㎡）×床面積に乗じる数値ＬＷ（㎝ /㎡）

　⑴　床面積に乗じる数値
　床面積に乗じる数値（床面積あたりの必要壁量）ＬＷは次式により算定する。

ＬＷ ＝（A i×C0×Ｗ i）/（0.0196×A）

ＬＷ　：床面積あたりの必要壁量（㎝ /㎡）
A i　 ：地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表す係数
C0　 ： 標準せん断力係数　0.2（地盤が著しく軟弱な区域の場合は0.3）と

する。
Ｗ i　 ： i 階より上部の建築物の重量（kN）
0.0196：壁倍率１の耐力壁等が負担できる単位長さあたりの水平力（kN/㎝）
A　　：当該階の床面積（㎡）

　必要壁量は荷重の実態に応じて上記算定式により算定するが、階高、階、
屋根や外壁の仕様、太陽光パネルの有無等により、早見表により算定するこ
ともできる。

単位面積あたりの必要壁量（早見表例）
（２F 階高 2.9m 以下、1F 階高 3.0m 以下、1F と 2F の床面積が等しい場合）

屋根と外壁の仕様 太陽光
パネルの

有無

床面積に乗じる数値（㎝ /㎡）

屋根の仕様 外壁の仕様 平屋
２階建て

１階 ２階

瓦屋根 土塗り壁
あり 26 54 32
なし 23 51 29

金属板ぶき 金属板張
あり 16 38 20
なし 13 35 17

 壁倍率

壁倍率は、1.96kN/m（200kgf 
/m）の力を負担できる長さ 
１ｍの壁を、壁倍率 1 倍と定
義している。

2210 2609 2810  R0109  
 R0410  
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２．耐力壁の配置について

　耐力壁の壁量が建物全体で必要となる壁量を満たしていても、「釣り合い良
く」配置されず、偏心の大きな建築物は、地震力などが作用した際に、建物が
大きな変形を起こし、倒壊する危険性が高くなる。そのため、耐力壁の配置の
バランスをチェックする方法として、Ｈ 12 告示 1352 号「木造建築物の軸組の
設置の基準を定める件」で次の⑴又は⑵の方法を規定している。
⑴ 　建築基準法施行令 82 条の 6 第二号ロに定めるところにより構造計算を行

い、各方向の偏心率が 0.3 以下であることを確かめる。

⑵　「４分割法」によるバランスチェック
　①　４分割法の計算手順
　[ ステップ１] 平面を４分割する。

　各階ごとに、Y 方向（はり間方向）、X 方向（けた行方向）のそれぞれに
対して、平面を４分割し、それぞれ両端から１/４の部分（側

そく

端
たん

部分という）
の面積を計算する。この時、けた方向の計算用にははり間の最大幅を１/４
に、はり間方向の計算用には、けた行方向の最大幅を１/４に分割する。

　［ステップ２］ 各側端部分（図の X ①、X ②、Y ①、Y ②）の必要壁量を計
算する。

　　必要壁量＝階の床面積に乗ずる数値（ｍ／㎡）×側端部分の床面積（㎡）

2110 2610  R0209   R0510  

木造の構造計算

③ 地上４階以上 or 高さ16ｍ超

② 階数３以上 or 延べ面積300㎡超

① 階数２以上 or 延べ面積50㎡超

偏心率0.15以下

階全体の存在壁量≧必要壁量

許容応力度計算（ルート１）

許容応力度等計算（ルート２）

４分割法 or 偏心率0.3以下
注意

「木造の建築物の軸組の構造方法及び設置の基準を

定める件」（令46条４項に基づくS56告示1100号）

（令46条４項） 構造計算とは呼ばない

P４

2110 2210 2309 2409 
2610 2710 2910 3010 
 R0309   R0610  

 R0209  

 

端部に注目する理由は、端
部の壁量のバランスが悪い
と、地震によるねじれを生
じるためである。

地震力

地
震
力

存在壁量＝各側端部分の耐力壁量 存在壁量＝各側端部分の耐力壁量

側端部分各側端部分の必要壁量
＝この範囲の床面積×乗じる数値

X方向（けた行方向） 

X方向（けた行方向）の計算 Y方向（はり間方向）の計算

4
11

4
11

4
1

4
1 Ｘ ②

①Ｘ

Ｙ① ②Ｙ
Y
方
向
（
は
り
間
方
向
）
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　[ステップ３］各階、各方向ごとに側端部分の存在壁量を計算する。
　　存在壁量＝（壁倍率×側端部分の軸組の長さ）の和
　［ステップ４］壁量充足率を計算する（各階、各方向ごとに計算する）
　・壁量充足率を求める（各側端部分のそれぞれについて求める）。
　　　　　　　　　存在壁量
　　壁量充足率＝　　　　　　＞１　＊壁量充足率が１を超える場合は壁
　　　　　　　　　必要壁量　　　　　率比は必要なし

　［ステップ５］壁率比を計算する。
　・壁率比を求める。（はり間方向、けた行方向それぞれについて求める）

　　　　　　　壁量充足率の小さい方の値
　　
壁率比＝　　　　　　　　　　　　　　≧ 0.5

　　　　　　　壁量充足率の大きい方の値

 

＜存在壁量に考慮する準耐力壁等＞
　建築物全体の壁量計算において、柱の折損等の脆性的な破壊が生じないこと
を確認した準耐力壁等が必要壁量の１/２を超えている場合で、かつ、準耐力
壁等を存在壁量に算定した場合は、準耐力壁等を含めて４分割法によるバラン
スチェックを行う。それ以外の場合は、準耐力壁等は算入せずに耐力壁のみで
検証する。

 R0510  

 

側端部分ではなく階全体に
ついての「存在壁量≧必要
壁量」は、４分割法に先立っ
て、確認されている。

 R0410  

判定①：各階、各方向の側端部について壁量充足率が 1.0 を超えていること
　側端部分の壁量充足率＞1.0
判定②：各階、各方向の壁率比が 0.5 以上であること
　各方向の壁率比≧0.5
判定の①、②のいずれかを満足していれば適合

 R0510  

 R0209   R0409  

壁量のバランスチェック（４分割法）

各側端部分の壁量充足率 ＝

各方向の壁率比 ＝

＞ 1.0

≧ 0.5

壁量充足率

壁率比

存在壁量

必要壁量

長さ × 壁倍率（例1.0）
床面積× 係数(例15cm/㎡)

壁量充足率の小さい方の値

壁量充足率の大きい方の値

長さ

床面積
について

小さい方の値

大きい方の値

P337

次式を変換すれば「存在壁量＞必要壁量」。
側端部分の壁量が足りているのでＯＫ。

側端部分の壁量が少なくても、
両側の偏りが小さく、バランスが良いのでＯＫ。

＞ 1.0

≧ 0.5

試験では一定又は

10-10 壁量のバランスチェック（４分割法） P337

ＮＧ

壁量充足率

ＯＫ

壁率比

0.4
0.6

＝0.67≧0.5

0.3
1.2

＝0.25＜0.5
1.2
（0.8）
（1.7）
0.3

0.4
（1.6）
（1.4）
0.6

壁量充足率 壁率比

1.2
（0.8）
（0.6）
1.4

壁量充足率

ＯＫ

側端部分ではなく
階全体についての
「存在壁量≧必要壁量」
は別途、確認済

ＮＧで
あっても

ＮＧで
あっても

10-11

337

第3節　木材の性質

5

10

15

20

25

30

35

３．構造計算による安全性確認

　耐震計算ルート１において、許容応力度計算、層間変形角、偏心率や偏心に
よるねじれの大きさを考慮して構造計算を行った場合、あるいは、耐震計算
ルート２や３で構造計算を行った場合は、壁量計算（存在壁量≧必要壁量の確
認及び４分割法の検討）を省略することができる。
　また、３階建ての建築物において、高さ 13m超 16m以下の場合には、次式
によって計算した各階の壁量充足率比Ｒｆが、それぞれ 0.6 以上であることを
確かめる必要がある。ただし各階の剛性率が 0.6 以上であることを確かめられ
た場合を除く。
Ｒｆ＝ｒｆ/ｒｆ
　Ｒｆ：各階の壁量充足率比（≧ 0.6）
　ｒｆ：各階の壁量充足率
　ｒｆ：当該建築物についてのｒｆの相加平均

第3節　木材の性質

１．木材の性質

1 木材の特徴
　木材は一般的に軽いわりに強度が大きく、熱伝導率が小さいので熱が伝わり
にくく、断熱性が良いなどの長所がある。しかし含水率が大きくなると乾燥収
縮による変形が大きく、また虫害を受け腐朽しやすいなどの欠点もある。その
ため、木材を施工する場合は含水率の小さいものを使用したり、地盤面から１
ｍ以内の部分には防腐処理を施す必要がある。

普通コンクリートとの比較

重さ（質量）
熱伝導率（小さいほど
熱が伝わりにくい） 　

基準強度
（圧縮力）

木材（ひのき） 4～5kN/㎥ 0.18W/（m・K） 30.6N/㎟

普通コンクリート 22～24kN/㎥ 1.1～1.4W/（m・K） 24N/㎟

2427 2827  R0427  
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②　柱の小径
　構造耐力上主要な柱の小径は、その柱に接
着する横架材の相互間の垂直距離に対して次
表の割合以上とする。

　 d
h ≧0.027＋22.5× Wd

h2

　d　：柱の小径（㎜）
　h　：横架材間の垂直距離（㎜）
　Wd：当該階が負担する単位面積
　　　 当たりの荷重（N/㎡）

　ただし、横架材の相互間の垂直距離に対する割合によらず、国土交通大臣が
定める基準に従い、座屈を考慮した構造計算によって決定してもよい。

建築基準法施行令 43 条１項表

　　柱

建築物　　　

柱間隔が 10 ｍ以上又は用途が
学校・保育所・劇場・映画館等 左記以外（住宅など）

最上階
平屋 その他 最上階

平屋 その他

重量の大きな建築物
（土蔵造） 1/22 1/20 1/25 1/22

軽量屋根
（金属板など） 1/30 1/25 1/33 1/30

上記以外
（瓦屋根など） 1/25 1/22 1/30 1/28

③　柱の構造規定
・ 隅柱等の主要な柱は、原則として、通し柱とする。ただし、管柱の接合部を

通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱としなくて
もよい。

・３階以上の建築物の１階の柱の小径（幅）は原則として 13.5㎝以上とする。
・ 柱の１／３以上欠き取る場合は、切り欠いた部分が負担していた力を伝達で

きるように添え板ボルト締めで補強する。

④　柱の柱頭・柱脚の引き抜き耐力
　耐力壁の取りつく柱には、大きな引き抜く力が生じることから、柱の柱頭・
柱脚の接合部には、軸組の壁倍率・柱の位置に応じて引き寄せ金物を選定し、
設けなければならない。

胴差、けた
柱

（小径）d h

土台
（横架材
 間距離）

2509 2810  R0110  

2310 2609  R0409  

 R0310  

2209 2509 2809  R0110  



16/19 2025 一級 構造11・12回



17/19 2025 一級 構造11・12回

※９　テキストへの切り貼り用

※10　項目別問題集（No.705）への切り貼り用

※11　項目別問題集（No.717）への切り貼り用

※12　項目別問題集（No.772）への切り貼り用

※13　項目別問題集（No.775）への切り貼り用
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4耐力壁
①　筋かい
　筋かいには、引張力に抵抗する引張筋かいと圧縮力に抵抗する圧縮筋かいが
ある。

②　筋かいの仕口、端部
　筋かいは、力に抵抗する重要な部
材なので、部材が丈夫でも仕口で破
断したら意味がない。そこで筋かい
に応じた力に抵抗できるように補強
金物で補強する。
　筋かいの端部は、柱及び梁や土台
などの横架材との仕口に接近して緊
結しなければならない。ただし、一方の端部を仕口に接近し、他方は仕口に接
近しないＫ型筋かいも使用可能である。なお、筋かい端部は、筋かいプレート
を用い、柱及び梁や土台などの横架材と釘、ボルト等で、緊結する。

③　筋かいの補強
　筋かいには原則として、欠き込みをし
てはならない。
　筋かいが間柱と交差する部分は、間柱
の断面を欠き取り、筋かいは欠込みをせ
ずに通すようにする。
　なお、筋かいをたすき掛けとするため

筋かい 筋かい

軒桁
柱

土台

2809 

仕口に接近

仕口に接近

仕口に接近

仕口に
接近せず

仕口に接近

筋かいプレート
（BP）

CN66（3本）

CN65（4本）

30×90

CN65（4本）
＋M12（1本）

筋かいプレート

かね折り金物
（SA）

ホールダウン金物
（S-HO15）

かど金物（CP･T）

かど金物（CP･L）

筋かい
プレート
（BP-2）

筋かい
45×90

通し柱

筋かいプレート（BP-2）

120㎜内外 200㎜内外

アンカーボルト

胴差

くだ柱

M12ボルト締め

間柱両面
ひら金物
釘打ち

筋かい90×90

2909  R0409  
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□□□ Ｂ 705

鉄骨構造において、「ルート１－２」で計算す
る場合、梁は、保有耐力横補剛を行う必要は
ない。 R0318

－2
×

耐震計算ルート「１－２」、「１－３」では、梁の保有耐力横補剛が必要である。なお、
「ルート１－１」では、スパンが短く、細長比が小さく、横座屈のおそれが少ないた
め、梁の保有耐力横補剛は不要である。耐震計算ルート「１－３」もルート「１－１」
同様にスパンが短いが、高さ16mまで建築が可能で部材に生じる応力が大きくなる
ため、変形性能確保の条件として梁の保有耐力横補剛は必要である。

□□□ Ａ 706

Ｈ形鋼の梁の設計において、板要素の幅厚比
を小さくすると、局部座屈が生じにくくなる。 R0217

－4
★★ 〇

局部座屈を避けるために、幅厚比（幅/厚）の制限を設け、一定値以下としている。
幅厚比を大きくすると、幅に対して板厚が薄くなってしまうので、局部座屈が生じ、
能力が発揮できずに、靭性は低下する。

□□□ Ａ 707

Ｈ形断面梁の設計において、フランジの局部
座屈を生じにくくするため、フランジの幅厚
比を小さくした。

H2817

－4
★★ 〇

同上。

□□□ Ａ 708

ラーメン構造において、靱性を高めるために、
塑性化が予想される柱又は梁については、幅
厚比の大きい部材を用いる。

H2516

－4
×

同上。

□□□ Ｂ 709

柱及び梁に使用する鋼材の幅厚比の上限値
は、建築構造用圧延鋼材ＳＮ400Ｂに比べて
ＳＮ490Ｂのほうが大きい。

R0315

－2

H3016

－2
★★★ ×

幅厚比の上限値は、材料の強度（基準強度Ｆ値）が高いほど小さい（厳しい）。したが
って、ＳＮ400ＢよりもＳＮ490Ｂのほうが小さい。これは、材料の強度が高いほど
大きな圧縮応力が働く一方、鋼材は強度によらずヤング係数が一定のため、大きな
変形が生じ、局部座屈のおそれが大きくなるためである。

□□□ Ａ 710

梁に使用する材料をＳＮ400ＢからＳＮ490Ｂ
に変更したので、幅厚比の制限値を大きくし
た。

H2617

－1
★★★ ×

同上。

□□□ Ａ 711

骨組の塑性変形能力を確保するために定めら
れている柱及び梁の幅厚比の上限値は、基準
強度Ｆ値が大きいほど小さくなる。 R0116

－2
★★★ 〇

幅厚比の上限値（制限値）は、材料の基準強度Ｆが高いほど小さい（厳しい）。これは、
材料の強度が高いほど大きな圧縮応力が働く一方、鋼材は強度によらずヤング係数
が一定のため、大きな変形が生じ、局部座屈のおそれが大きくなるためである。例
えば梁は、基準強度が小さいと曲げ破壊するところ、基準強度が大きいと曲げ破壊
しにくくなる一方、横座屈し、局部座屈しやすくなる。

□□□ Ａ 712

骨組の塑性変形能力を確保するために定めら
れている柱及び梁の幅厚比の上限値は、基準
強度Ｆが大きいほど大きくなる。

R0618

－1

H2716

－1
★★★ ×

同上。

□□□ Ａ 713

鋼材断面の幅厚比の規定は、局部座屈防止の
ために設けられたものであり、鋼材の降伏点
に影響される。

R0517

－1
〇

幅厚比の上限値（制限値）は、材料の基準強度（＝降伏点）が高いほど小さい（厳しい）。

□□□ Ｂ 714

骨組の塑性変形能力を確保するために定めら
れているＨ形鋼の柱及び梁の幅厚比の上限値
は、フランジよりウェブのほうが大きい。

R0517

－3

R0116

－3

H3016

－1
★★★ 〇

幅厚比の制限の目的は、局部座屈の防止による塑性変形能力の向上であり、幅厚比
は上限値よりも小さく（分厚く）しなければならない。フランジは、主に曲げモーメ
ントを負担し、ウェブよりも大きな圧縮応力が働き、局部座屈のおそれが大きいた
め、フランジの幅厚比の上限値のほうが小さく（分厚く）、ウェブのほうが大きい。
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□□□ Ｂ 715

骨組の塑性変形能力を確保するために定めら
れているウェブの幅厚比の上限値は、基準強
度Ｆが同じ場合、梁よりも柱のほうが小さい。

R0615

－3
〇

Ｈ形鋼を使用する場合において、塑性変形能力を確保するためのウェブの幅厚比の
上限値は、梁よりも軸圧縮力を受ける柱のほうが局部座屈が生じやすいので小さい
（厳しい）。

【第７章　鉄骨構造】　第５節　鉄骨構造の耐震設計� テキストP.294～ 【第７章　鉄骨構造】　第５節　鉄骨構造の耐震設計

□□□ Ｂ 716
鉄骨構造の「ルート１－１」において、スパン
は６ｍ以下とした。

R0617

－1
〇

鉄骨構造の建築物において「ルート１－１」とする場合、高さ13ｍ、軒高９ｍ、階数
２、延べ面積500㎡、スパン６ｍ以下とする。

□□□ Ｂ 717

鉄骨構造において、「ルート１－１」で計算す
る場合、層間変形角、剛性率、偏心率につい
て確認する必要はない。

R0318

－1
〇

鉄骨構造において、層間変形角の確認は「ルート１－１」、「ルート１－２」では不要
であるが、「ルート１－３」では必要である。剛性率の確認は「ルート１－１」、「ル
ート１－２」及び「ルート１－３」全て不要である。偏心率の確認は「ルート１－１」
では不要であるが、「ルート１－２」、「ルート１－３」では必要である。

□□□ Ｂ 718

鉄骨構造の「ルート１－２」において、標準せ
ん断力係数Ｃ0を0.3として地震力の算定を行
い、柱に生じる力を割増したので、層間変形
角及び剛性率の検討を省略した。

R0118

－2

H2818

－2
★★ 〇

同上。

□□□ Ｂ 719

冷間成形角形鋼管柱を用いた鉄骨造の「ルー
ト１－１」において、標準せん断力係数Ｃ0を
0.2として地震力の算定を行った。

R0118

－1
★★ ×

鉄骨造の耐震計算ルート１（１－１と１－２がある）では、標準せん断力係数Ｃ0は
0.3以上とする。また、地震力によって柱に生じる応力を割増した設計用応力につ
いて「応力度≦許容応力度」を確認しなければならない。

□□□ Ａ 720

鉄骨造の「耐震計算ルート１－１及び１－２」
では、標準せん断力係数Ｃ0を0.2として地震
力の算定を行う。

H2618

－1
★★ ×

同上。

□□□ Ａ 721
鉄骨造の「耐震計算ルート１－２」では、偏心
率が0.15以下であることを確認する。

H2618

－2
〇

耐震計算ルート１－１には偏心率の規定がないが、耐震計算ルート１－２の場合は、
偏心率（0.15以下）を確認しなければならない。

□□□ Ｂ 722

鉄骨構造の「ルート１－２」において、偏心率
の確認を行わず、標準せん断力係数を0.3と
して地震力を割増した。

R0617

－2
×

鉄骨構造の建築物において「ルート１－２」とする場合、標準せん断力係数Ｃ0を0.3
以上として許容応力度計算を行い、偏心率（0.15以下）を確認しなければならない。

□□□ Ａ 723

鉄骨構造を「ルート２」で計算する場合、地上
部分の塔状比が４を超えないことを確かめる
必要がある。

R0218

－3
★★ 〇

鉄骨構造に限らず、耐震計算ルート２で計算する場合、地上部分の塔状比が４を超
えないことを確かめる必要がある。

□□□ Ａ 724
鉄骨構造の「ルート２」において、地上部分の
塔状比を４以下とした。

R0617

－3
★★ 〇

同上。

□□□ Ａ 725

鉄骨構造を「ルート２」で計算する場合、地階
を除き水平力を負担する筋かいの水平力分担
率に応じて、地震時の応力を割り増して許容
応力度計算を行う必要がある。

R0318

－3

H3018

－2

H2618

－3
★★★ 〇

耐震計算「ルート２」では、筋かいの水平力分担率βに応じて、地震時の応力を割り
増して許容応力度計算を行う必要がある。
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□□□ Ａ 769
圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとし
て、厚さ３㎝、幅９㎝の木材を使用した。

R0310

－3

H2909

－2

H2609

－1
★★★ 〇

引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5㎝、幅９㎝（六つ割材）以上とし、圧縮力を負
担する筋かいは、厚さ３㎝、幅９㎝（三つ割材）以上とする。

□□□ Ａ 770
圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとし
て、厚さ1.5㎝、幅９㎝の木材を使用した。

R0110

－2
★★★ ×

同上。

□□□ Ａ 771
引張力のみを負担する筋かいとして、厚さ
1.5㎝で幅９㎝の木材を使用した。

H3009

－4

H2709

－4
★★★ 〇

同上。

□□□ Ｂ 772

９㎝角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率
（壁倍率）を３とし、９㎝角の木材の筋かいを
たすき掛けに入れた軸組の倍率（壁倍率）を６
とした。

H2909

－3
×

筋かいと面材を併用した軸組の壁倍率は最大７倍とすることができるが、壁倍率３
の９㎝角の筋かいをたすき掛けに入れた場合は、壁倍率の上限は５とされており、
６にはできない。

□□□ Ｂ 773

片面に同じ構造用合板を２枚重ねて釘打ちし
た耐力壁の倍率を、その構造用合板を１枚で
用いたときの耐力壁の倍率の２倍とした。

R0310

－1

H2609

－4
★★★ ×

軸組に構造用合板などを釘打ちした面材耐力壁の壁倍率は、壁両面に打ち付けた場
合は、片面の場合の壁倍率の２倍とすることができるが、壁の片面に２枚重ねて打
ち付けた場合は、２倍とすることはできない。

□□□ Ａ 774

軸組の両面に同じ構造用合板を１枚ずつ釘打
ちした耐力壁の倍率を、軸組の片面に同じ構
造用合板を１枚釘打ちした耐力壁の倍率の２
倍とした。

H3009

－3
★★★ 〇

同上。

□□□ Ｂ 775

筋かいを入れた壁倍率1.5の軸組の片面に、
壁倍率3.7の仕様で構造用合板を釘打ち張り
した耐力壁は、壁倍率5.2として存在壁量を
算定する。

R0410

－2
★★ ×

筋かいと面材を併用した軸組の壁倍率は上限７倍として、それぞれの和とすること
ができる。壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組に、面材の壁倍率3.7の構造用合板を併
用した場合、耐力壁の壁倍率は5.2（1.5＋3.7）となる。

□□□ Ａ 776

壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組の片面に、
壁倍率2.5の構造用合板を所定の方法で打ち
付けた耐力壁の壁倍率は４となる。

R0109

－4
★★ 〇

軸組と面材耐力壁の壁倍率は上限５倍として、それぞれの和とすることができる。
壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組に、面材の壁倍率2.5の構造用合板を併用した場合、
耐力壁の壁倍率は４（1.5＋2.5）となる。

□□□ Ａ 777

平面が長方形の建築物において、張り間方向
と桁行方向ともに必要壁量が地震力により決
定される場合、張り間方向と桁行方向の同一
階の必要壁量は同じ値である。

R0410

－3

H2609

－3
★★★ 〇

地震力に対する必要壁量は、「床面積」に「床面積に乗じる数値」を乗じて求められる。
張り間方向と桁行方向の必要壁量は同じ値となる。

□□□ Ａ 778

平面が長方形の建築物において、必要壁量が
地震力により決定される場合、張り間方向と
桁行方向の必要壁量は異なる値となる。

R0109

－1

H2810

－1
★★★ ×

同上。
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□□□ Ａ 769
圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとし
て、厚さ３㎝、幅９㎝の木材を使用した。

R0310

－3

H2909

－2

H2609

－1
★★★ 〇

引張力を負担する筋かいは、厚さ1.5㎝、幅９㎝（六つ割材）以上とし、圧縮力を負
担する筋かいは、厚さ３㎝、幅９㎝（三つ割材）以上とする。

□□□ Ａ 770
圧縮力と引張力の両方を負担する筋かいとし
て、厚さ1.5㎝、幅９㎝の木材を使用した。

R0110

－2
★★★ ×

同上。

□□□ Ａ 771
引張力のみを負担する筋かいとして、厚さ
1.5㎝で幅９㎝の木材を使用した。

H3009

－4

H2709

－4
★★★ 〇

同上。

□□□ Ｂ 772

９㎝角の木材の筋かいを入れた軸組の倍率
（壁倍率）を３とし、９㎝角の木材の筋かいを
たすき掛けに入れた軸組の倍率（壁倍率）を６
とした。

H2909

－3
×

筋かいと面材を併用した軸組の壁倍率は最大７倍とすることができるが、壁倍率３
の９㎝角の筋かいをたすき掛けに入れた場合は、壁倍率の上限は５とされており、
６にはできない。

□□□ Ｂ 773

片面に同じ構造用合板を２枚重ねて釘打ちし
た耐力壁の倍率を、その構造用合板を１枚で
用いたときの耐力壁の倍率の２倍とした。

R0310

－1

H2609

－4
★★★ ×

軸組に構造用合板などを釘打ちした面材耐力壁の壁倍率は、壁両面に打ち付けた場
合は、片面の場合の壁倍率の２倍とすることができるが、壁の片面に２枚重ねて打
ち付けた場合は、２倍とすることはできない。

□□□ Ａ 774

軸組の両面に同じ構造用合板を１枚ずつ釘打
ちした耐力壁の倍率を、軸組の片面に同じ構
造用合板を１枚釘打ちした耐力壁の倍率の２
倍とした。

H3009

－3
★★★ 〇

同上。

□□□ Ｂ 775

筋かいを入れた壁倍率1.5の軸組の片面に、
壁倍率3.7の仕様で構造用合板を釘打ち張り
した耐力壁は、壁倍率5.2として存在壁量を
算定する。

R0410

－2
★★ ×

筋かいと面材を併用した軸組の壁倍率は上限７倍として、それぞれの和とすること
ができる。壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組に、面材の壁倍率3.7の構造用合板を併
用した場合、耐力壁の壁倍率は5.2（1.5＋3.7）となる。

□□□ Ａ 776

壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組の片面に、
壁倍率2.5の構造用合板を所定の方法で打ち
付けた耐力壁の壁倍率は４となる。

R0109

－4
★★ 〇

軸組と面材耐力壁の壁倍率は上限５倍として、それぞれの和とすることができる。
壁倍率1.5の筋かいを入れた軸組に、面材の壁倍率2.5の構造用合板を併用した場合、
耐力壁の壁倍率は４（1.5＋2.5）となる。

□□□ Ａ 777

平面が長方形の建築物において、張り間方向
と桁行方向ともに必要壁量が地震力により決
定される場合、張り間方向と桁行方向の同一
階の必要壁量は同じ値である。

R0410

－3

H2609

－3
★★★ 〇

地震力に対する必要壁量は、「床面積」に「床面積に乗じる数値」を乗じて求められる。
張り間方向と桁行方向の必要壁量は同じ値となる。

□□□ Ａ 778

平面が長方形の建築物において、必要壁量が
地震力により決定される場合、張り間方向と
桁行方向の必要壁量は異なる値となる。

R0109

－1

H2810

－1
★★★ ×

同上。



18/19 2025 一級 構造11・12回



19/19 2025 一級 構造11・12回

※14　項目別問題集（No.833）への切り貼り用

※15　項目別問題集（No.838）への切り貼り用
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□□□ Ａ 830

垂木、根太等の並列材に構造用合板を張り、
荷重・外力を支持する場合、並列材の曲げに
対する基準強度は、割増しの係数を乗じた数
値とすることができる。

R0627

－1

H2727

－3
★★ 〇

垂木、根太など複数本が並列して荷重・外力を支持する部材を並列材といい、荷重
を複数で分散して負担するので、単一部材の曲げに対する基準強度を割増しした値
とする。

□□□ Ｂ 831

床梁の中央部付近の上端に切欠きを設ける場
合、床梁の有効な断面は、切欠きを除いた部
分の断面（正味断面）とすることができる。 R0609

－4
〇

床梁のスパン中央部は、梁上端に圧縮応力度が生じ、梁下端には引張応力度が生じ
る。曲げモーメントに対する断面の設計を行う場合の断面係数は、圧縮側に切欠き
を設ける場合、切欠きを除いた部分の断面（正味断面）の断面係数（有効断面係数）を
用いることができる。また、引張側に切欠きを設ける場合は、切欠きの大きさに応
じて断面係数を低減する必要がある。

□□□ Ｂ 832

梁の横座屈を防止するためには、梁せいを大
きくするよりも、梁幅を大きくするほうが効
果的である。

R0609

－2
〇

横座屈とは、強軸まわりに曲げを受ける梁が、ねじれを伴って、構面外へはらみ出
す現象である。梁幅に比べて梁せいが大きい部材ほど、ねじれやすく、横座屈が生
じやすい。したがって、梁の横座屈を防止するためには、梁せいを大きくするより
も、梁幅を大きくするほうが効果的である。

□□□ Ａ 833

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、構造耐力上主要な柱の小径を、横架
材の相互間の垂直距離に対する割合によら
ず、国土交通大臣が定める基準に従った構造
計算によって決定した。

R0110

－4

H2810

－4

H2509

－4
★★★ 〇

構造耐力上主要な柱の小径は、次式から計算することができるが、国土交通大臣が
定める基準に従った、座屈を考慮した構造計算による場合はこの限りではない。

□□□ Ａ 834

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、隅柱を通し柱としなかったので、１
階と２階の管柱相互を通し柱と同等以上の耐
力を有するように、金物により補強した。

R0409

－3

H2609

－2
★★ 〇

階数が２以上の建築物における隅柱は、原則として、通し柱としなければならない。
しかし、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は管柱とす
ることができる。

□□□ Ａ 835

木造軸組工法による地上３階建ての建築物に
おいて、構造耐力上主要な１階の柱の小径は、
13.5㎝を下回らないようにした。

R0310

－4
〇

３階建て以上の木造では、構造耐力上主要な１階の柱の小径（幅）は、原則として、
13.5cmを下回ってはならない。なお、構造計算によって安全性を確かめた場合は、
この限りではない。

□□□ Ａ 836

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、構造耐力上主要な柱の所要断面積の
を切り欠きしたので、切り欠きした部分が負
担していた力を伝達できるように金物等によ
り補強した。

H2809

－4
★★★ 〇

構造耐力上主要な柱の所要断面積の１/３以上を欠き取る場合は、その部分を添え
板ボルト締め等で補強しなければならない。

第9章　木質構造

346

5

10

15

20

25

30

35

②　柱の小径
　構造耐力上主要な柱の小径は、その柱に接着する横架材の相互間の垂直距離
に対して次表の割合以上とする。

　 d
h≧0.027＋22.5×

Wd
h2

　d　：柱の小径（㎜）
　h　：横架材間の垂直距離（㎜）
　Wd：当該階が負担する単位面積当たりの荷重（N/㎡）

　ただし、横架材の相互間の垂直距離に対する割合によらず、国土交通大臣が
定める基準に従い、座屈を考慮した構造計算によって決定してもよい。

建築基準法施行令 43 条１項表

　　柱

建築物　　　

柱間隔が 10 ｍ以上又は用途が
学校・保育所・劇場・映画館等 左記以外（住宅など）

最上階
平屋 その他 最上階

平屋 その他

重量の大きな建築物
（土蔵造） 1/22 1/20 1/25 1/22

軽量屋根
（金属板など） 1/30 1/25 1/33 1/30

上記以外
（瓦屋根など） 1/25 1/22 1/30 1/28

③　柱の構造規定
・�隅柱等の主要な柱は、原則として、通し柱とする。ただし、管柱の接合部を
通し柱と同等以上の耐力を有するように補強した場合は、通し柱としなくて
もよい。
・３階以上の建築物の１階の柱の小径（幅）は原則として 13.5㎝以上とする。
・�柱の１／３以上欠き取る場合は、切り欠いた部分が負担していた力を伝達で
きるように添え板ボルト締めで補強する。

④　柱の柱頭・柱脚の引き抜き耐力
　耐力壁の取りつく柱には、大きな引き抜く力が生じることから、柱の柱頭・
柱脚の接合部には、軸組の壁倍率・柱の位置に応じて引き寄せ金物を選定し、
設けなければならない。

2509 2810  R0110  

2310 2609  R0409  

 R0310  

2209 2509 2809  R0110  
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□□□ Ａ 837

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、構造耐力上主要な柱をやむを得ず柱
の所要断面積の１/３を切り欠きしたので、
切り欠きした部分における縁応力を伝達でき
るように金物等により補強した。

R0110

－1

H2509

－2
★★★ 〇

同上。

□□□ Ａ 838

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、筋かいの端部は、柱と梁その他の構
造耐力上主要な横架材との接合部に接近して
緊結し、各材の軸線が１点で交わるようにし
た。

H2809

－1
〇

筋かいの端部は、柱及び梁や土台などの横架材との仕口に接近して緊結しなければ
ならない。ただし、一方の端部を仕口に接近し、他方は仕口に接近しないＫ型筋か
いも使用可能である。したがって、偏心がないように各材の軸線が１点で交わるよ
うに設置したことは適切である。

□□□ Ａ 839

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、筋かいが間柱と交差する部分は、間
柱を欠き取り、筋かいは欠込みをせずに通す
ようにした。

R0409

－4

H2909

－4
★★ 〇

筋かいには、原則として、欠込みをしてはならない。筋かいが間柱と交差する部分
は、間柱の断面を欠き取り、筋かいは欠込みをせずに通すようにする。なお、筋か
いをたすき掛けにするためにやむを得ない場合は、必要な補強を行って欠込みする
ことができる。

□□□ Ａ 840
母屋の継手は、できるだけ小屋束間の中央部
付近に設ける。

R0609

－3
×

母屋の継手は、曲げモーメントが大きくなるスパンの中央部を避けて、柱または小
屋束から150㎜程度の位置に設ける。

□□□ Ｃ 841

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、建築物の出隅にある通し柱と胴差と
の仕口部分を、かど金物を用いて接合した。

R0409

－2
×

出隅にある通し柱と胴差との仕口部分は、かね折り金物を用いて接合する。かど金
物は、土台と柱の接合に用いる。

□□□ Ａ 842

木造既存建築物の耐震性を向上させるため、
屋根葺き材が日本瓦であったので、住宅屋根
用化粧スレートに葺き替えて、屋根を軽量化
した。

R0210

－4

H2510

－4
★★ 〇

地震力は、建築物の重量に地震層せん断力係数を乗じて求められ、建築物の全体の
軽量化は、耐震性を向上させる。したがって、屋根葺き材を、日本瓦から住宅屋根
用化粧スレートに葺き替えて軽量化することは、耐震性の向上に有効である。

□□□ Ａ 843

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、１階の耐力壁と２階の耐力壁を、市
松状に配置した。

H2709

－3
〇

水平力によって２階の耐力壁に生じたせん断力や柱の軸力が、直接、１階の耐力壁
に伝わるように、２階の耐力壁の位置は、１階耐力壁の直上に設けるか、または市
松状に配置するのを原則とする。

□□□ Ａ 844

木造軸組工法による地上２階建ての建築物に
おいて、軸組に方づえを設けて水平力に抵抗
させることとしたので、柱が先行破壊しない
ことを確認した。

R0310

－2
〇

方づえを取り付けた骨組は、一種のラーメン構造のように挙動する。柱に取り付け
た部分では曲げモーメントやせん断力が生じるので、方づえよりも柱が先行して破
壊しない安全性を確認することが必要である。


